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本
稿
は
、
日
本
と
中
国
の
倶
舎
学
に
お
け
る
声
境
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
は
、「
声
境
は
八
種
類
で
あ
る
」
と
述
べ

る
。
こ
の
『
倶
舎
論
』
の
記
述
が
、『
大
毘
婆
沙
論
』
で
説
か
れ
る
毘
婆
沙
師
の
説
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
有
余
師
の
説
に
基
づ
く
も
の

な
の
か
、
と
い
う
点
が
中
国
の
倶
舎
学
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
普
光
の
『
倶
舎
論
記
』
の
第
一
の
説
で
は
、『
倶
舎
論
』
の
記
述
は
婆
沙
師

の
説
に
基
づ
く
も
の
と
主
張
す
る
。
一
方
、
法
宝
の
『
倶
舎
論
疏
』
は
、
有
余
師
の
説
に
基
づ
く
と
主
張
す
る
。
ま
た
、『
倶
舎
論
記
』
の

第
二
の
説
で
は
、『
倶
舎
論
』
の
記
述
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
説
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
現
在
の
日
本
の
『
倶
舎
論
』
の
解
説

書
は
、『
倶
舎
論
記
』
の
第
一
の
説
に
基
づ
き
、『
倶
舎
論
』
の
声
境
を
解
説
す
る
。
本
稿
で
は
、
現
在
の
日
本
の
『
倶
舎
論
』
の
解
説
書
が

『
倶
舎
論
記
』
の
第
一
の
説
を
採
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
、
緒
言

　
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
、
声
境
は
八
種
類
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
船
橋
水
哉
『
倶
舎
論
講
義
』
や
青
原
令
知
『
倶
舎
』
な
ど

の
日
本
の
『
倶
舎
論
』
の
解
説
書
に
よ
れ
ば
、（
一
）（
知
覚
を
有
す
る
有
情
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
で
あ
る
）
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
か
、

（
そ
れ
と
は
異
な
る
）
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
か
、（
二
）（
言
語
認
識
を
も
た
ら
す
音
で
あ
る
）
有
情
名
の
声
か
、（
そ
れ
と
は
異
な
る
）

非
有
情
名
の
声
か
、（
三
） （
心
地
良
い
音
で
あ
る
）
可
意
声
か
、（
不
快
な
）
不
可
意
声
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
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①
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
可
意
声

②
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
不
可
意
声

③
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
非
有
情
名
の
可
意
声

④
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
非
有
情
名
の
不
可
意
声

⑤
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
可
意
声

⑥
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
不
可
意
声

⑦
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
非
有
情
名
可
意
声

⑧
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
非
有
情
名
の
不
可
意
声

の
八
種
類
と
さ
れ
る
。
同
様
の
記
述
は
、『
倶
舎
論
』
の
研
究
以
外
の
分
野
の
論
文（

１
）や
、『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
な
ど
の
辞
書
の
声
の
項
目
な

ど
で
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
中
国
に
お
け
る
『
倶
舎
論
』
の
注
釈
書
で
あ
る
普
光
の
『
倶
舎
論
記
』
の
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
宝
の
『
倶
舎
論
疏
』
で
は
、
声
境
の
分
類
に
関
し
て
全
く
異
な
る
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
中
国
の
『
倶
舎
論
』
の
注
釈
書
が
声
境
の
種
類
に
関
し
て
如
何
な
る
解
釈
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
論
じ
、
次
に
そ

の
解
釈
が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
『
倶
舎
論
』
の
解
説
書
等
が
声
境
の
種
類
に

関
し
て
普
光
の
学
説
だ
け
を
記
述
し
、
法
宝
の
学
説
に
言
及
し
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
倶
舎
論
の
記
述
と
中
国
の
『
倶
舎
論
』
の
注
釈
書
の
解
釈

　
（
一
）『
倶
舎
論
』
の
記
述

　

声
境
の
種
類
に
関
し
て
、『
倶
舎
論
』
巻
一
は
偈
頌
に
よ
っ
て
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声
は
唯
、
八
種
な
り（

２
）。

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
そ
の
偈
頌
の
長
行
釈
で

謂
く
、
有
執
受
或
い
は
無
執
受
大
種
を
因
と
為
す
と
、
及
び
有
情
名
、
非
有
情
名
の
差
別
と
に
て
四
と
為
し
。
此
れ
に
復
た
、
可
意
及

び
不
可
意
を
差
別
し
て
八
と
成
す（
３
）。

と
述
べ
る
。
こ
の
記
述
に
対
し
て
、普
光
の
『
倶
舎
論
記
』（
大
正
四
一
、一
八
頁
下
～
一
九
頁
下
）
が
二
つ
の
説
を
、法
宝
の
『
倶
舎
論
疏
』

（
大
正
四
一
、
四
七
九
頁
上
～
四
八
〇
頁
上
）
が
一
つ
の
説
を
提
示
す
る（
４
）。
以
下
で
は
普
光
の
第
一
説
、
法
宝
説
、
普
光
の
第
二
説
の
順
に

述
べ
、
最
後
に
普
光
と
法
宝
の
解
釈
が
異
な
る
理
由
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　
（
二
）
普
光
の
第
一
説

　

普
光
の
第
一
説
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
十
三
で
説
か
れ
る
毘
婆
沙
師
説
と
さ
れ
る

声
処
に
八
種
あ
り
。
謂
く
執
受
大
種
の
因
と
す
る
声
、
非
執
受
大
種
の
因
と
す
る
声
な
り
。
此
の
各
の
に
二
あ
り
。
謂
く
有
情
名
の
声
と

非
有
情
名
声
な
り
。
此
れ
も
復
た
、
各
に
可
意
と
不
可
意
と
の
別
あ
る
が
故
に
八
種
を
成
ず（
５
）。

と
い
う
記
述
を
根
拠
と
す
る
。
こ
の
説
で
は
、
声
境
を
、
ま
ず
、
知
覚
を
有
す
る
有
情
か
ら
発
せ
ら
れ
る
声
で
あ
る
有
執
受
大
種
を
因
と
す

る
声
と
、
そ
れ
以
外
の
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
の
二
種
類
に
分
け
る
。
そ
の
二
種
類
の
音
そ
れ
ぞ
れ
が
、
言
語
認
識
を
も
た
ら
す
有
情

名
の
声
と
そ
れ
以
外
の
音
で
あ
る
非
有
情
名
の
声
に
さ
ら
に
分
か
れ
、
四
種
類
と
な
る
。
そ
の
四
種
類
の
音
そ
れ
ぞ
れ
に
、
心
地
よ
い
音
で
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あ
る
可
意
声
と
そ
れ
以
外
の
不
可
意
声
が
あ
る
た
め
、
声
境
は

①
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
可
意
声

②
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
不
可
意
声

③
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
非
有
情
名
の
可
意
声

④
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
非
有
情
名
の
不
可
意
声

⑤
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
可
意
声

⑥
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
不
可
意
声

⑦
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
非
有
情
名
可
意
声

⑧
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
非
有
情
名
の
不
可
意
声

の
八
種
類
と
な
る
、
と
す
る
。

　
（
三
）
法
宝
説

　

普
光
の
第
一
説
が
『
大
毘
婆
沙
論
』
で
説
か
れ
る
毘
婆
沙
師
の
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
法
宝
の
説
は
同
じ
く
『
大
毘
婆

沙
論
』
巻
十
三
で
説
か
れ
る
有
余
師
説
と
さ
れ
る

有
る
が
是
の
説
を
作
す
。
執
受
大
種
の
因
と
す
る
声
と
非
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
に
、
各
の
可
意
と
不
可
意
と
の
別
あ
り
。
有
情
数

大
種
の
因
と
す
る
声
と
非
有
情
数
大
種
を
因
と
す
る
声
も
、
亦
た
各
の
可
意
と
不
可
意
と
の
別
あ
る
が
故
に
八
種
を
成
ず（

６
）。
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の
記
述
を
根
拠
と
す
る
。

　

毘
婆
沙
師
の
説
が
、
有
執
受
あ
る
い
は
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
音
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
有
情
名
と
非
有
情
名
が
あ
る
と
す
る
の
に
対

し
て
、
こ
の
説
で
は
有
執
受
あ
る
い
は
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
音
と
有
情
数
と
非
有
情
数
を
別
個
に
捉
え
て
、
最
初
に
有
執
受
あ
る
い
は

無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
音
と
有
情
数
と
非
有
情
数
の
四
種
類
に
分
け
る
。
そ
の
四
種
類
に
可
意
声
と
不
可
意
声
が
あ
る
た
め
、
八
種
類
と

な
る
と
解
釈
す
る
。
こ
こ
で
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
記
述
で
は
有
情
数
と
非
有
情
数
と
な
っ
て
お
り
、『
倶
舎
論
』
で
は
有
情
名
と
非
有
情
名

と
な
っ
て
い
る
が
。
法
宝
は
『
倶
舎
論
』
の
記
述
と
『
大
毘
婆
沙
論
』
で
説
か
れ
る
有
余
師
の
説
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
よ
っ
て
法
宝
は

声
境
を

①
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
可
意
声

②
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
不
可
意
声

③
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
可
意
声

④
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
不
可
意
声

⑤
有
情
名
（
＝
有
情
数
）
の
可
意
声

⑥
有
情
名
（
＝
有
情
数
）
の
不
可
意
声

⑦
非
有
情
名
（
＝
非
有
情
数
）
の
可
意
声

⑧
非
有
情
名
（
＝
非
有
情
数
）
の
不
可
意
声

の
八
種
類
と
解
釈
す
る
。
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（
四
）
普
光
の
第
二
説

　

普
光
の
第
二
説
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
有
余
師
説
（
法
宝
説
）
と
極
め
て
似
て
い
る
が
、
普
光
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
有
情
数
は
あ
ら
ゆ
る

有
情
の
身
体
か
ら
発
せ
ら
れ
た
音
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、『
倶
舎
論
』
の
有
情
名
は
言
語
認
識
を
も
た
ら
す
語
表
業
と
な
る
音
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
有
情
名
と
有
情
数
、
非
有
情
名
と
非
有
情
数
は
同
一
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
有
情

数
と
非
有
情
数
を
有
情
名
と
非
有
情
名
に
修
正
し
た
説
を
第
二
説
と
し
て
挙
げ
る
。
よ
っ
て
普
光
の
第
二
説
に
よ
れ
ば
、
声
境
は

①
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
可
意
声

②
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
不
可
意
声

③
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
可
意
声

④
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
不
可
意
声

⑤
有
情
名
（
≠
有
情
数
）
の
可
意
声

⑥
有
情
名
（
≠
有
情
数
）
の
不
可
意
声

⑦
非
有
情
名
（
≠
非
有
情
数
）
の
可
意
声

⑧
非
有
情
名
（
≠
非
有
情
数
）
の
不
可
意
声

の
八
種
類
と
な
る
。

　

ま
た
、
有
情
数
の
声
と
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
は
似
て
い
る
が
、
普
光
は
、
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
が
、
知
覚
を
有
す
る
有
情

か
ら
発
生
す
る
音
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
有
情
数
の
声
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
知
覚
を
有
し
な
い
有
情
か
ら
発
せ
ら
れ

た
音
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
よ
っ
て
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
は
必
ず
有
情
数
の
声
で
あ
る
が
、
有
情
数
の
声
は
必
ず
し
も
有

執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
化
人
の
言
語
を
挙
げ
る
。
化
人
の
言
語
は
、
次
節
で
詳
し
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く
述
べ
る
が
、
神
通
力
を
得
た
諸
天
や
仏
菩
薩
な
ど
が
、
仮
に
人
間
な
ど
の
姿
を
生
み
出
し
語
っ
た
言
葉
を
指
す
。

　
（
五
）
普
光
と
法
宝
の
解
釈
が
異
な
る
理
由

　

以
上
、
普
光
と
法
宝
の
解
釈
を
述
べ
て
き
た
が
、
解
釈
が
異
な
る
の
は
、
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
声
境
の
存
在
を
認
め
る
の

か
認
め
な
い
の
か
に
起
因
し
て
い
る
。
普
光
は
、
化
人
の
言
語
を
「
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
声
境
」
と
解
釈
し
、
そ
の
存
在
を

認
め
る
立
場
を
と
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
入
阿
毘
達
磨
論
』
の

声
に
二
種
あ
り
。
謂
く
、
有
執
受
と
及
び
無
執
受
と
な
り
。
大
種
を
因
と
為
す
に
、
差
別
あ
る
が
故
な
り
。
自
体
に
随（
７
）う
者
を
有
執
受

と
名
づ
く
。
是
れ
有
覚
の
義
な
り
。
此
れ
と
相
違
す
る
を
無
執
受
と
名
づ
く
。
前
の
所
生
の
者
を
、
有
執
受
の
大
種
を
因
と
為
す
も
の

と
名
づ
く
。
謂
く
、
語
手
等
の
声
な
り
。
後
の
所
生
の
者
を
、
無
執
受
の
大
種
を
因
と
為
す
も
の
と
名
づ
く
。
謂
く
、
風
林
等
の
声
な

り
。
此
れ
を
有
情
名
と
非
有
情
名
と
に
て
差
別
し
て
四
と
為
す
。
謂
く
、
前
の
声
の
中
の
語
声
を
有
情
名
の
声
と
名
づ
け
、
余
声
を
非

有
情
名
と
名
づ
く
。
後
の
声
の
中
、
化
語
の
声
を
有
情
名
と
名
づ
く
。
余
声
を
非
有
情
名
の
声
と
名
づ
く
。
此
れ
に
復
た
、
可
意
及
び

不
可
意
の
差
別
あ
る
を
も
っ
て
八
を
成
ず
る
な
り（

８
）。

と
い
う
記
述
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
声
境
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
存
在
を
前
提
と
し

て
い
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
毘
婆
沙
師
の
説
は
成
立
す
る
、
と
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
法
宝
は
、
化
人
の
言
語
を
「
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
、
非
有
情
名
の
声
境
」
と
解
釈
し
、
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有

情
名
の
声
境
の
存
在
を
認
め
な
い
立
場
を
と
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
毘
婆
沙
師
の
説
は
成
立
し

な
い
と
す
る
。

　

普
光
と
法
宝
は
、
化
人
の
言
語
を
、
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
化
人
の
言
語
は
有
情
名
な
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の
か
非
有
情
名
な
の
か
と
い
う
点
で
は
、
反
対
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
普
光
と
法
宝
が
ど
の
よ
う
に
解
釈

し
て
い
る
か
を
述
べ
た
い
。

三
、
普
光
と
法
宝
の
化
人
の
言
語
の
解
釈

　

普
光
と
法
宝
の
記
述
を
み
る
と
、
以
下
の
二
点
に
よ
っ
て
、
化
人
の
言
語
が
有
情
名
な
の
か
非
有
情
名
な
の
か
を
論
じ
て
い
る

①
化
人
の
言
語
は
名
身
等
（
名
句
文
）
を
有
し
て
い
る
の
か
否
か

②
化
人
の
言
語
は
語
表
業
と
成
る
の
か
否
か

以
下
で
は
、
こ
の
二
点
に
関
し
て
普
光
と
法
宝
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
述
べ
た
い
。

　
（
一
）
化
人
の
言
語
は
名
身
等
を
有
し
て
い
る
の
か
否
か

　

名
身
等
は
、
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
十
四
あ
る
心
不
相
応
行
法
の
内
の
ひ
と
つ
で
、
有
情
に
言
語
認
識
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
名

身
等
が
無
け
れ
ば
、
言
語
認
識
が
生
じ
な
い
た
め
、
有
情
名
の
声
と
す
る
た
め
に
は
、
名
身
等
を
有
す
る
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
名
身
等
に
関
し
て
、『
倶
舎
論
』
巻
五
は

又
、
名
身
等
は
有
情
数
の
摂
な
り（
９
）

と
述
べ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
名
身
等
を
有
す
る
た
め
に
は
、
有
情
数
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
普
光
の
第
二
説
の
部
分
で
述
べ

た
よ
う
に
、
普
光
は
化
人
の
言
語
を
有
情
数
の
声
と
解
釈
す
る
。
そ
の
た
め
、
普
光
は
、
化
人
の
言
語
は
名
身
等
を
有
す
る
、
と
す
る
。
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一
方
の
法
宝
は
、『
倶
舎
論
疏
』
で

正
理
、
有
情
数
の
声
、
唯
だ
是
れ
、
執
受
大
種
因
と
為
す
声
と
す
。
化
人
の
語
、
同
じ
く
非
執
受
大
種
因
と
為
す
声
と
許
す
。
故
に
知

ん
ぬ
、
是
れ
、
有
情
数
の
声
及
び
有
情
名
の
声
に
非
ざ
る
こ
と
を）

11
（

。

と
述
べ
る
。
法
宝
は
『
順
正
理
論
』
に
お
い
て
「
有
情
数
の
声
は
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

根
拠
に
、
化
人
の
言
語
は
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
声
で
あ
る
か
ら
、
有
情
数
の
声
と
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
よ
っ
て
、
化
人
の
言
語
は

有
情
数
で
は
な
い
た
め
名
身
等
を
有
し
な
い
、
と
す
る
。

　
（
二
）
化
人
の
言
語
は
語
表
業
と
成
る
の
か
否
か

　

次
に
、
化
人
の
言
語
は
語
表
業
と
成
る
の
か
否
か
で
あ
る
が
、
普
光
、
法
宝
と
も
に
『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
百
二
十
二
の
記
述
を
根
拠
と
す

る
。
そ
こ
で
は
、

問
う
、
諸
の
化
の
語
は
是
れ
語
業
な
り
や
い
な
や
。
有
る
が
是
の
説
を
作
す
、
彼
は
是
れ
語
業
な
り
、
心
の
発
す
る
に
由
る
が
故
に
。

有
余
師
の
説
く
、
彼
は
語
業
に
あ
ら
ず
、
但
だ
語
声
と
名
づ
く
る
の
み
。
所
化
の
身
は
無
執
受
な
る
を
以
て
の
故
に）

11
（

と
述
べ
ら
れ
る
。
普
光
は
、
こ
の
記
述
の
前
半
部
分
の
説
を
根
拠
と
し
て
、
化
人
の
言
語
は
語
表
業
と
成
る
と
主
張
す
る
。
法
宝
は
、
後
半

の
有
余
師
の
説
を
根
拠
と
し
て
、
化
人
の
言
語
は
語
表
業
と
成
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

　

以
上
の
二
点
か
ら
、
普
光
は
化
人
の
言
語
を
有
情
名
と
解
釈
し
、
法
宝
は
非
有
情
名
と
解
釈
し
て
い
る
。
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四
、
普
光
説
と
法
宝
説
の
日
本
に
お
け
る
受
容

　

次
、
日
本
の
倶
舎
学
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
普
光
と
法
宝
の
説
が
ど
の
様
に
受
容
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
時
代
ご
と
に

述
べ
た
い
。

　
（
一
）
鎌
倉
時
代

　

宗
性
の
『
倶
舎
論
本
義
鈔
』
は
、『
倶
舎
論
』
に
関
す
る
一
七
四
八
に
の
ぼ
る
問
答
を
収
録
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
声
境
の

種
類
に
関
す
る
問
答
を
三
問
収
録
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
普
光
と
法
宝
の
記
述
の
意
図
が
ど
の
様
な
も
の
か
を
議
論
す
る
も
の
で
、
普
光

と
法
宝
の
主
張
す
る
三
説
の
う
ち
ど
れ
が
正
し
い
説
な
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。

　
（
二
）
江
戸
時
代

　

室
町
時
代
に
は
、『
倶
舎
論
』
の
研
究
が
衰
退
す
る
が
、江
戸
時
代
に
な
る
と
多
く
の
注
釈
書
が
著
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
鎌
倉
時
代
の
『
倶

舎
論
本
義
鈔
』
が
、
ど
の
説
が
正
し
い
の
か
を
問
題
に
し
な
い
の
に
対
し
て
、
江
戸
時
代
の
注
釈
書
で
は
、
こ
の
点
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
、
浄
土
宗
の
湛
慧
（
一
六
七
五
～
一
七
四
七
）
の
『
倶
舎
論
指
要
鈔
』
は
、

光
師
、
婆
沙
論
十
三
及
び
入
阿
毘
達
磨
一
に
憑
り
て
八
種
声
を
立
つ
が
故
に
、
無
執
受
の
有
情
名
声
有
り
と
言
う
。
又
た
、
化
語
を
判

ず
る
に
、
以
て
語
業
と
為
す
。
此
れ
婆
沙
百
二
十
二
の
第
一
師
に
依
る
。
宝
師
は
然
ら
ず
。
光
師
所
引
の
婆
沙
お
よ
び
阿
毘
達
磨
は
是

れ
不
正
義
な
り
。
正
理
・
此
論
、
此
の
義
を
用
い
ず
。
又
た
化
語
は
業
に
非
ず
。
此
れ
婆
沙
百
二
十
二
の
有
余
師
説
に
依
る）

11
（
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と
述
べ
、「
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
名
の
声
が
あ
る
」
と
す
る
普
光
の
説
と
そ
の
説
の
根
拠
と
な
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
毘
婆
沙
師

説
と
『
入
阿
毘
達
磨
』
の
説
は
不
正
義
で
あ
り
、『
倶
舎
論
』
と
『
順
正
理
論
』
は
、
こ
れ
ら
の
説
で
は
な
く
、『
大
婆
沙
論
』
巻
百
二
十
二

の
有
余
師
の
説
に
基
づ
く
と
し
て
、
法
宝
の
説
を
支
持
す
る
。
湛
慧
と
同
じ
く
浄
土
宗
の
普
寂
（
一
七
〇
七
～
一
七
八
一
）
は
、『
倶
舎
論

要
解
』
で

光
記
は
広
く
婆
沙
の
前
説
を
釈
し
、
後
に
略
し
て
後
説
を
叙
ぶ
。
宝
疏
は
後
説
を
以
て
正
と
為
し
、
前
説
を
不
正
義
と
為
す
。
寂
曰
く
、

今
論
主
は
正
に
後
説
に
依
る）

13
（

と
述
べ
、
法
宝
の
説
を
支
持
す
る
。
以
上
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
法
宝
の
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
普
光
の
第
一
の
説
を
支
持

す
る
の
が
真
言
宗
の
快
道
（
一
七
五
一
～
一
八
一
〇
）
で
あ
る
。
快
道
は
『
倶
舎
論
法
義
』
に
お
い
て
、

第
一
説
（『
大
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
第
一
の
毘
婆
沙
師
の
説
）
を
最
も
尽
理
と
為
す）

11
（

。

と
述
べ
、
普
光
の
第
一
説
の
根
拠
と
な
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
毘
婆
沙
師
の
説
が
最
も
理
に
適
っ
て
い
る
と
す
る
。

　

幕
末
に
な
る
と
、普
光
の
第
二
説
を
支
持
す
る
も
の
が
現
れ
る
。
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
法
宣
（
一
七
九
〇
～
一
八
六
七
）
が
嘉
永
五
年
（
一

八
五
二
）
に
講
義
を
し
た
『
倶
舎
論
講
義
』
に
は
、

光
の
後
解
は
此
論
に
有
情
名
非
有
情
名
と
あ
る
が
を
ば
、
名
目
は
婆
沙
の
前
説
を
用
い
て
そ
の
組
み
方
は
婆
沙
の
後
説
に
順
う
義
門
の

不
同
に
付
い
て
八
種
の
声
を
成
す
と
云
う
が
光
の
後
解
な
り
。
こ
れ
此
の
論
の
正
意
な
り）

15
（
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と
述
べ
る
。
法
宣
は
、
普
光
の
第
二
説
を
、
名
目
は
毘
婆
沙
師
の
説
に
よ
り
、
構
成
の
仕
方
は
有
余
師
の
説
に
随
っ
た
両
者
の
折
衷
案
と
解

釈
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
が
『
倶
舎
論
』
の
意
に
適
っ
て
い
る
と
す
る
。

　
（
三
）
明
治
時
代

　

明
治
時
代
で
は
、
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
に
出
版
さ
れ
た
、
真
言
宗
の
佐
伯
旭
雅
（
一
八
二
八
～
一
八
九
一
）
の
『
倶
舎
論
名
所
雑

記
』
に
は

普
光
は
有
余
師
を
不
正
と
し
、婆
沙
十
三
巻
の
所
説
（
毘
婆
沙
師
説
）
を
ば
、四
論
（『
大
毘
婆
沙
論
』、『
倶
舎
論
』、『
入
阿
毘
達
磨
論
』、

『
順
正
理
論
』）
一
致
と
達
見
す
。
三
蔵
（
玄
奘
三
蔵
）
面
授
の
高
判
よ
。（
中
略
）
化
人
の
言
語
を
聞
く
時
に
、
詮
表
あ
る
ゆ
え
随
応

に
他
人
の
解
了
を
生
ず
る
は
、
名
句
と
倶
な
る
故
な
る
ぞ
宝
師
の
如
く
名
な
し
と
、
言
わ
ば
他
人
が
聞
く
時
に
、
解
了
を
生
ず
か
生
ぜ

ぬ
か
、
生
ぜ
ん
や
忽
ち
宗
に
異
す
。
生
ず
と
許
せ
ば
化
の
声
に
、
詮
表
あ
る
は
知
れ
た
こ
と
、
詮
表
あ
る
は
名
に
依
る
。
大
小
乗
の
定

木
な
り
。
此
等
の
法
相
思
惟
せ
ば
、
普
光
の
了
簡
一
一
に
、
善
美
を
尽
く
す
も
の
な
る
か）

16
（

と
あ
る
。
佐
伯
旭
雅
は
、
普
光
が
引
用
す
る
毘
婆
沙
師
の
説
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』『
倶
舎
論
』『
入
阿
毘
達
磨
論
』『
順
正
理
論
』
の
四
つ
の

論
が
一
致
す
る
説
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
玄
奘
三
蔵
か
ら
直
接
面
授
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
名
身
等
の
法
相
を
考
え
れ
ば
、
化
人
の

言
語
に
名
身
等
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
、
普
光
の
第
一
説
を
支
持
す
る
。
佐
伯
旭
雅
は
、
さ
ら
に
同
年
出
版
さ
れ
た
『
冠
導
阿
毘

達
磨
倶
舎
論
』
に
お
い
て
も
、『
倶
舎
論
』
の
該
当
箇
所
の
注
に
、
普
光
の
第
一
説
の
図
の
み
を
記
述
す
る
。

　

ま
た
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
山
県
良
温
は
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
に
出
版
さ
れ
た
『
倶
舎
論
翼
』
で
、

今
、
此
の
論
（
倶
舎
論
）
の
説
は
何
れ
の
説
に
同
ず
る
や
、
と
云
に
光
記
に
二
義
有
り
。
初
義
は
婆
沙
の
前
説
に
同
じ
と
す
る
義
、
後
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の
義
は
別
な
り
と
す
る
義
な
り
。
後
の
義
は
、
有
執
受
無
執
受
を
一
の
義
門
と
し
有
情
名
非
有
情
名
を
又
一
の
義
門
と
し
て
解
す
る
の

で
、
是
れ
が
婆
沙
の
後
説
に
似
た
様
な
れ
ど
も
違
う
な
り
。
婆
沙
は
有
情
数
非
有
情
数
を
明
か
し
、
光
記
は
有
情
名
非
有
情
名
を
釈
し

て
あ
る
。
此
れ
有
情
数
非
有
情
数
と
有
情
名
非
有
情
名
と
の
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
上
に
弁
ず
る
が
如
し
。
然
れ
ば
光
記
の
後
の
釈
が

此
の
論
文
に
は
親
し
き
な
り）

17
（

。

と
述
べ
、
普
光
の
第
二
説
を
支
持
す
る
。
同
じ
く
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
斎
藤
唯
信
は
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
に
出
版
さ
れ
た
『
倶

舎
論
講
義
』
に
お
い
て
、

此
論
の
所
説
は
婆
沙
論
の
前
後
両
説
と
は
同
じ
か
ら
ず）

18
（

と
述
べ
、
普
光
の
第
一
の
説
（
毘
婆
沙
師
説
）
と
法
宝
説
（
有
余
師
）
を
否
定
し
た
上
で
、
普
光
の
第
二
説
を
図
に
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

　
（
四
）
昭
和
以
降

　

最
後
に
、
昭
和
以
降
の
『
倶
舎
論
』
の
解
説
書
の
中
で
、
船
橋
水
哉
『
倶
舎
論
講
義）

19
（

』（
昭
和
八
年
、
一
九
三
三
）
と
青
原
令
知
『
倶
舎）

11
（

』

（
平
成
二
七
年
、
二
〇
一
五
）
は
、
普
光
の
第
一
説
を
正
し
い
も
の
と
し
て
述
べ
、
普
光
の
第
二
説
と
法
宝
の
説
に
言
及
し
な
い
。
ま
た
桜

部
建
『
仏
典
講
座
倶
舎
論
』
で
は
、

声
境
（
声
処
、
声
界
）
は
苦
楽
の
感
覚
を
有
す
る
有
情
身
の
発
す
る
音
と
そ
う
で
な
い
音
と
の
別
、
意
味
を
伝
え
る
音
と
そ
う
で
な
い

音
と
の
別
、
快
い
音
と
不
快
な
音
と
の
別
に
よ
っ
て
八
種
類
に
分
た
れ
る
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と
述
べ
る
だ
け
で
、
八
種
類
の
音
を
具
体
的
に
解
釈
し
て
い
な
い
。

五
、
結
語

　

以
上
、『
倶
舎
論
』
で
声
境
の
分
類
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
に
お
け
る
、
中
国
と
日
本
の
注
釈
書
の
記
述
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
そ
れ

を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

中
国
の
『
倶
舎
論
』
の
注
釈
書
で
は
、『
倶
舎
論
』
の
記
述
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
普
光
の
第
一
説
は
、『
大
毘

婆
沙
論
』
の
毘
婆
沙
師
説
に
基
づ
い
て
『
倶
舎
論
』
の
説
く
八
種
類
の
声
境
を
解
釈
す
る
。
つ
ぎ
に
法
宝
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』
の
有
余
師

の
説
と
『
倶
舎
論
』
の
説
を
同
じ
も
の
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
解
釈
を
行
う
。
普
光
の
第
二
説
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』
の
有
余
師
の
説
と
非

常
に
似
て
い
る
が
、
有
余
師
の
説
と
『
倶
舎
論
』
が
有
情
数
と
有
情
名
と
い
う
別
の
用
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
大
毘
婆
沙
論
』
の

有
余
師
の
説
と
『
倶
舎
論
』
の
説
は
異
な
る
、
と
し
て
、
有
余
師
の
説
の
有
情
数
を
有
情
名
に
修
正
し
た
も
の
を
用
い
て
解
釈
を
行
う
。

　

江
戸
時
代
か
ら
明
治
ま
で
の
日
本
の
『
倶
舎
論
』
の
注
釈
書
で
は
、
中
国
の
注
釈
書
で
示
さ
れ
た
三
説
の
ど
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
の

か
が
議
論
の
中
心
と
な
る
。
そ
の
傾
向
を
述
べ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
普
光
の
第
一
の
説
を
支
持
す
る
の
は
、快
道
や
佐
伯
旭
雅
と
い
っ

た
真
言
宗
の
学
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
法
宝
の
説
を
支
持
す
る
の
は
、
湛
慧
や
普
寂
と
い
っ
た
浄
土
宗
の
学
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、

普
光
の
第
二
説
を
支
持
す
る
の
は
、
法
宣
や
山
県
良
温
や
斎
藤
唯
信
と
い
っ
た
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
学
者
で
あ
る
。
宗
派
に
よ
っ
て
き
れ
い

に
分
か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
学
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

昭
和
以
降
の
『
倶
舎
論
』
の
解
説
書
は
、
著
者
の
宗
派
に
関
わ
ら
ず
、
普
光
の
第
一
説
を
正
し
い
も
の
と
し
て
述
べ
、
普
光
の
第
二
説
と

法
宝
の
説
に
言
及
し
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
明
治
以
降
に
『
倶
舎
論
』
を
学
ぶ
た
め
に
必
須
と
さ
れ
た
『
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
の
作
者

で
あ
る
佐
伯
旭
雅
が
、
普
光
の
第
一
説
を
支
持
し
、『
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
に
お
い
て
も
、
普
光
の
第
一
説
の
み
を
注
記
し
て
い
る
こ

と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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使
用
文
献
一
覧

①
『
大
毘
婆
沙
論
』：『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
五
百
大
阿
羅
漢
造　

玄
奘
訳
（
大
正
二
七
）

②
『
倶
舎
論
』：『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
世
親
造　

玄
奘
訳
（
大
正
二
九
）

③
『
倶
舎
論
記
』：
普
光
述
（
大
正
四
一
）

④
『
倶
舎
論
疏
』：
法
宝
述
（
大
正
四
一
）

⑤
『
倶
舎
論
本
義
鈔
』：
宗
性
述
（
大
正
六
三
）

⑥
『
倶
舎
論
指
要
鈔
』：
湛
慧
述
（
大
正
六
三
）

⑦
『
倶
舎
論
要
解
』：
普
寂
述
（
仏
全
八
九
）

⑧
『
倶
舎
論
法
義
』：
快
道
述
（
大
正
六
四
）

⑨
『
倶
舎
論
講
義
』（
法
宣
）：
桜
井
宝
鈴
編　

護
法
館
等　

一
八
九
八
年

⑩
『
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』：
佐
伯
旭
雅　

法
蔵
館　

一
八
八
七
年

⑪
『
倶
舎
論
名
所
雑
記
』：
佐
伯
旭
雅　

法
蔵
館　

一
八
八
七
年

⑫
『
倶
舎
論
翼
』：
山
県
良
温　

共
之
社　

一
八
九
三
年

⑬
『
倶
舎
論
講
義
』（
斎
藤
）：
斎
藤
唯
信　

哲
学
館　

一
八
九
八
年

⑭
「
聲
字
實
相
論
に
對
す
る
考
察
」：
森
田
龍
僊　

密
教
研
究
三
六
号　

一
九
三
〇
年　

三
頁

⑮
『
倶
舎
論
講
義
』（
船
橋
）：
船
橋
水
哉　

東
方
書
院　

一
九
三
三
年

⑯
『
仏
典
講
座
倶
舎
論
』：
桜
部
建

⑰
『
倶
舎
』：
龍
谷
大
学
仏
教
学
叢
書
④
『
倶
舎
―

絶
ゆ
る
こ
と
な
き
法
の
流
れ
』
青
原
令
知
編　

自
照
社　

二
〇
一
五
年
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註（
１
）「
聲
字
實
相
論
に
對
す
る
考
察
」、
森
田
龍
僊
、『
密
教
研
究
』
三
六
号
、
一
九
三
〇
年
、
三
頁
。

（
２
）
大
正
二
九
、
二
頁
下

（
３
）
大
正
二
九
、
二
頁
下

（
４
）
普
光
の
『
倶
舎
論
記
』
と
法
宝
の
『
倶
舎
論
疏
』
と
と
も
に
三
大
疏
と
さ
れ
る
、
神
泰
の
『
倶
舎
論
疏
』
に
お
い
て
も
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
神
泰
の
説
は
『
倶
舎
論
』
の
記
述
に
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
日
本
の
倶
舎
学
に
あ
ま
り
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
そ

の
た
め
、
本
論
で
は
論
じ
な
い
が
、
神
泰
に
よ
れ
ば
、
声
境
は
、

①
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
加
行
声
の
手
等
加
行
声

②
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
加
行
声
の
語
表
業
の
依
名
起
に
よ
る
有
記
声

③
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
加
行
声
の
語
表
業
の
依
名
起
に
よ
る
無
記
声

④
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
加
行
声
の
語
表
業
の
不
依
名
起
に
よ
る
有
記
声

⑤
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
加
行
声
の
語
表
業
の
不
依
名
起
に
よ
る
無
記
声

⑥
有
執
受
大
種
を
因
と
す
る
不
待
加
行
声

⑦
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情
加
行
声

⑧
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
諸
界
擾
動
声

の
八
種
類
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
は
『
順
正
理
論
』
の
記
述
（
大
正
二
九
、
三
三
四
頁
上
中
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
大
正
二
七
、
六
四
頁
中

（
６
）
大
正
二
七
、
六
四
頁
中

（
７
）
大
正
に
堕
と
あ
る
の
を
乙
本
に
よ
っ
て
随
と
改
め
た

（
８
）
大
正
二
八
、
九
八
〇
頁
下
～
九
八
一
頁
上
。

（
９
）
大
正
二
九
、
二
九
頁
下
。

（
11
）
大
正
四
九
、
四
七
九
中
。
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（
11
）
大
正
二
七
、
六
三
九
頁
下
。

（
11
）
大
正
六
三
、
八
三
〇
上
。

（
13
）
仏
全
八
九
巻
、
四
十
頁
上
。

（
11
）
大
正
六
四
、
三
六
頁
中
。（
）
内
は
筆
者
が
補
っ
た
。

（
15
）『
倶
舎
論
講
義
』（
法
宣
）
巻
二
之
上
、
一
四
頁
。

（
16
）『
倶
舎
論
名
所
雑
記
』
十
右
左
。（
）
内
は
筆
者
が
補
い
、
片
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

（
17
）『
倶
舎
論
翼
』
八
五
～
八
六
頁 （
）
内
は
筆
者
が
補
い
、
片
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

（
18
）『
倶
舎
論
講
義
』（
斎
藤
）　

七
四
頁
。
片
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た

（
19
）『
倶
舎
論
講
義
』（
船
橋
）
五
五
頁
～
五
七
頁

（
11
）『
倶
舎
』
四
七
頁

キ
ー
ワ
ー
ド
：
声
境　

倶
舎
学　

普
光　

法
宝
『
倶
舎
論
記
』『
倶
舎
論
疏
』


